
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人山下義則の上告理由第一点について。

　民法七二四条にいう「加害者ヲ知リタル時」とは、同条で時効の起算点に関する

特則を設けた趣旨に鑑みれば、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもと

に、その可能な程度にこれを知つた時を意味するものと解するのが相当であり、被

害者が不法行為の当時加害者の住所氏名を的確に知らず、しかも当時の状況におい

てこれに対する賠償請求権を行使することが事実上不可能な場合においては、その

状況が止み、被害者が加害者の住所氏名を確認したとき、初めて「加害者ヲ知リタ

ル時」にあたるものというべきである。

　これを本件についてみるに、原審の確定したところによれば、被上告人は、昭和

一七年初め頃軍機保護法違反の容疑で逮捕され、大泊警察署に留置されて取調中、

同年四月一五日夜から翌一六日未明にかけて本件不法行為による被害を受けたが、

その当時加害者である上告人が「Ａ」なる姓の同署警部補であることおよびその容

貌を知つてはいたものの、その「Ａ」の名と住所は知らず、逮捕後引き続き身柄拘

束のまま取調、起訴、有罪の裁判およびその執行を受け、昭和二〇年九月四日頃終

戦後の混乱の収まらない状況の中においてようやく釈放されたものであつて、その

釈放前は勿論釈放後も、加害者である上告人の所在および名を知ることが困難であ

つたところ、その後加害者の探索に努めた結果、昭和二三年頃に至り加害者が秋田

県内に居るらしいことを、また昭和二六年頃その名が「Ａ」なることを知るに至り、

札幌法務局人権擁護部に照会して、昭和三六年一一月八日頃、上告人が秋田県本荘

市から東京に移転したとの回答を受けたので、更に調査の結果、その頃東京におけ
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る住所を突きとめ、加害者本人に間違いないことを知つたというのであつて、被上

告人は、この時に加害者を知つたものというべく、それから三年以内である昭和三

七年三月七日に本訴を提起したものであるから、上告人主張の消滅時効は未だ完成

していないとした原審の判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、

採用することができない。�

　同第二点について。

　所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠に照らし首肯することができ

ないわけではなく、その過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、

原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するにすぎず、採用するこ

とができない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　大　　　塚　　　喜　一　郎
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